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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第119期

第１四半期
連結累計期間

第120期
第１四半期
連結累計期間

第119期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

営業収益 (千円) 10,065,979 9,702,036 42,005,812

経常利益 (千円) 41,029 151,169 487,496

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,928 95,548 272,662

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △23,765 100,284 62,188

純資産額 (千円) 14,959,393 15,003,930 14,988,667

総資産額 (千円) 35,649,237 36,640,543 36,030,733

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 0.07 3.44 9.80

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 41.8 40.8 41.5
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　１株当たり四半期(当期)純利益の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大による事業への影響につきましては、今後の状況を注視してまいります。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年６月30日）のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の

拡大を背景に、経済活動の制限や雇用情勢に弱い動きがみられるなど、不安定な状況で推移しました。

物流業界におきましては、景況感の悪化から設備投資に弱さがみられ、生産関連貨物の輸送量は伸び悩みまし

た。また、公共投資は底堅く推移しているものの、住宅投資が弱含みとなり、建設関連貨物は低調な荷動きとなり

ました。

国際貨物輸送におきましては、輸出は、中国向けにおいて持ち直しの動きがみられたものの、全体では世界経済

が悪化する中で大幅に減少しました。輸入は、海外の経済活動の再開が段階的に進められているものの、供給制約

が継続していることにより減少傾向となりました。

このような経営環境の下、当社グループは、将来にわたって持続的な成長を遂げるため、『市場と顧客に選ばれ

る企業』を将来のありたい姿として掲げるとともに、その達成のための長期的な課題として（1）環境変化への適

応、（2）最新技術の取込み、（3）事業領域の拡大を示し、事業を展開する市場だけではなく株式市場や労働市場

においても、より多くの方々に魅力的であると認識され、選ばれる企業を目指しております。

また、『将来のありたい姿』のより具体的な戦略として、『次の100年に向け、「挑戦」を続ける新たな社風を作

り上げるため、意識改革とその土台作りを着実に実行する「３年間」とする』ことを基本方針とした中期経営計画

『Azuma Challenge Next100 ～新たな100年へ～』の最終年度として、（1）企業風土の変革、（2）グループ営業力

の強化、（3）６事業領域の充実という３つのグループ重点課題に基づき、企業価値の向上を目指した施策にグルー

プ一丸となって取り組んでおります。

企業風土の変革については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応するため、時差出勤及び在宅勤務を導

入し、新たな働き方への取り組みを実施いたしました。

グループ営業力の強化については、新しい営業体制での活動を継続して実施いたしました。

６事業領域の充実については、引き続きプライシングの適正化に向けて取り組んでおります。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は、97億2百万円と前年同四半期に比べ3億6千3百万円

（3.6％）の減収となり、営業利益は1億3千2百万円と前年同四半期に比べ1億1千3百万円（585.7％）の増益、経常

利益は1億5千1百万円と前年同四半期に比べ1億1千万円（268.4％）の増益となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は9千5百万円と前年同四半期に比べ9千3百万円の増益となりました。
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セグメントの経営成績を示すと、次のとおりであります。

　

①　物流事業

物流事業におきましては、国際貨物について、中国での生産活動が力強さを欠くものの回復傾向で推移したこ

とや入港隻数が増加したこと等を受け、海上コンテナの取扱量は総じて増加しました。しかしながら、コンテナ

ヤードの改修工事等の影響により、他社施設使用に伴い作業費用も増加しました。ロシア・中央アジア関連貨物

については、中央アジア向けに新規輸送案件を受注したほか、消費財関連貨物をはじめとするロシア・中央アジ

ア向けのコンテナ輸送量が堅調に推移しました。一方、当初予定していた輸送案件が、経済活動の鈍化や先行き

不透明感の高まり等によって延期となったこと等により、生産関連貨物の取扱量が減少しました。国内貨物につ

いては、住宅投資や公共投資が低調に推移したこと等により、外壁材や鉄鋼製品などの建材関連貨物の荷動きは

鈍化し、カーフェリー輸送や陸上輸送での取扱量は減少しました。

これらの結果、物流事業の営業収益は、69億9千万円と前年同四半期に比べ4億2千7百万円（5.8％）の減収とな

り、セグメント利益は、3億7百万円と前年同四半期に比べ5千3百万円（14.8％）の減益となりました。

②　海運事業

海運事業におきましては、内航船について、建設現場における人手不足に伴う工期の長期化や新型コロナウイ

ルス感染症による経済停滞等により、セメント船の取扱量は減少しました。一方、内航貨物船は、一般貨物船に

おいて、既存貨物の取扱量が減少したものの、建設発生土及び新規貨物の取扱開始により取扱量を維持し、粉体

船においては、取扱量は増加しました。外航船については、粉体船、一般貨物船ともに取扱量は微増となりまし

た。

これらの結果、海運事業の営業収益は、24億4千2百万円と前年同四半期に比べ8百万円（0.4％）の増収とな

り、セグメント利益は、1億3千9百万円と前年同四半期に比べ9千7百万円（228.6％）の増益となりました。

③　不動産事業

不動産事業におきましては、保有資産の適正な維持管理を行いました。また、当社が所有している土地に関し

て一般定期借地権設定契約を締結したことにより、賃料収入が増加しました。

これらの結果、不動産事業の営業収益は、1億6千5百万円と前年同四半期に比べ5千9百万円（56.0％）の増収と

なり、セグメント利益は、1億4千万円と前年同四半期と比べ5千4百万円（63.8％）の増益となりました。

④　その他事業

その他事業におきましては、当社オリジナルブランドのミニトマト「あづまこべに®」の栽培に加えて、新たな

品種の生産に取り組みました。新たな品種は、既存の品種に比べて生産量は減少するものの、より糖度が高く、

付加価値のある商品として位置づけて販売展開を図りました。また、出荷時の輸送体系の見直しを図るなど、コ

スト削減に取り組みました。

これらの結果、その他事業の営業収益は、1億4百万円と前年同四半期に比べ4百万円（4.5％）の減収となり、

セグメント利益は、3千1百万円と前年同四半期とほぼ同額となりました。

　

上記セグメント利益は、セグメント間取引消去前の金額で記載しており、四半期連結損益計算書の営業利益と調

整を行っております。なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
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資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億9百万円増加の366億4千万円（1.7％増）となりました。主な要因は、受

取手形及び営業未収入金が10億6千1百万円、未収還付消費税等の減少により流動資産のその他が3億6千8百万円減少

したものの、現金及び預金が24億7千9百万円、貸倒引当金が1百万円増加したこと等によります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億9千4百万円増加の216億3千6百万円（2.8％増）となりました。主な要因

は、営業未払金が4億6千8百万円、借入金の返済により長期借入金が3億6千7百万円減少したものの、賃料収入を中

心とした長期前受金の増加等により固定負債のその他が12億9千1百万円、賞与引当金が1億8千1百万円増加したこと

等によります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1千5百万円増加の150億3百万円（0.1％増）となりました。主な要因は、

為替換算調整勘定が1千5百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が1千4百万円、親会社株主に帰属する

四半期純利益の計上9千5百万円及び配当金の支払い8千5百万円により利益剰余金が1千万円、退職給付に係る調整累

計額が6百万円増加したこと等によります。

この結果、自己資本比率は40.8%と前連結会計年度末に比べて0.7ポイントの減少となりました。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）の優先的に対処すべき事業上及び財

務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

東海運株式会社(E04329)

四半期報告書

 5/24



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,000,000

計 96,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年８月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可

金融商品取引業協会名
内容

普通株式 28,923,000 28,923,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 28,923,000 28,923,000 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年４月１日～
2020年６月30日

－ 28,923,000 － 2,294,985 － 1,505,865
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(2020年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

2020年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)
普通株式 582,600
 

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,336,900
 

283,369 －

単元未満株式 普通株式 3,500
 

－ －

発行済株式総数 28,923,000 － －

総株主の議決権 － 283,369 －
 

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が530,000株

（議決権の数5,300個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が73株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)
東 海運株式会社

東京都中央区晴海一丁目
８番12号

582,600 － 582,600 2.01

計 － 582,600 － 582,600 2.01
 

(注)　上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数（530,000株）を含めておりません。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

 

(2) 退任役員

該当事項はありません。

 

(3) 役職の異動

該当事項はありません。

 

(注)　当社では執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間におけ

る執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任執行役員

該当事項はありません。

 

(2) 退任執行役員

該当事項はありません。

 

(3) 役職の異動

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,685,869 6,165,236

  受取手形及び営業未収入金 6,891,076 5,830,060

  その他 1,304,564 936,342

  貸倒引当金 △7,290 △6,266

  流動資産合計 11,874,219 12,925,372

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,048,681 4,830,659

   機械装置及び運搬具（純額） 163,341 150,091

   船舶（純額） 2,146,457 2,068,035

   土地 10,361,762 10,361,762

   その他（純額） 1,666,057 1,587,645

   有形固定資産合計 19,386,301 18,998,194

  無形固定資産   

   その他 1,736,787 1,701,380

   無形固定資産合計 1,736,787 1,701,380

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,391,411 2,379,033

   その他 685,855 680,409

   貸倒引当金 △43,841 △43,847

   投資その他の資産合計 3,033,425 3,015,595

  固定資産合計 24,156,514 23,715,170

 資産合計 36,030,733 36,640,543
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 4,365,459 3,896,888

  短期借入金 ※3  4,310,468 ※3  4,230,468

  未払法人税等 35,797 35,144

  賞与引当金 383,112 564,780

  その他 2,272,818 2,305,836

  流動負債合計 11,367,655 11,033,117

 固定負債   

  長期借入金 5,128,841 4,761,224

  特別修繕引当金 69,065 78,560

  役員株式報酬引当金 18,151 24,200

  退職給付に係る負債 1,470,731 1,459,791

  資産除去債務 360,175 360,719

  その他 2,627,447 3,919,001

  固定負債合計 9,674,411 10,603,495

 負債合計 21,042,066 21,636,612

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,294,985 2,294,985

  資本剰余金 1,483,467 1,483,467

  利益剰余金 11,377,029 11,387,556

  自己株式 △323,171 △323,171

  株主資本合計 14,832,310 14,842,838

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 228,028 242,254

  為替換算調整勘定 14,571 △1,130

  退職給付に係る調整累計額 △138,964 △132,141

  その他の包括利益累計額合計 103,635 108,983

 非支配株主持分 52,720 52,108

 純資産合計 14,988,667 15,003,930

負債純資産合計 36,030,733 36,640,543
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

営業収益 10,065,979 9,702,036

営業費用 9,227,997 8,795,826

営業総利益 837,981 906,210

販売費及び一般管理費   

 従業員給料 278,597 265,028

 賞与引当金繰入額 65,657 62,772

 退職給付費用 16,801 18,989

 福利厚生費 77,095 68,910

 貸倒引当金繰入額 △3,272 △1,313

 減価償却費 31,099 32,367

 その他 352,684 326,990

 販売費及び一般管理費合計 818,663 773,747

営業利益 19,318 132,462

営業外収益   

 受取利息 3,043 3,123

 受取配当金 50,188 44,045

 その他 14,117 21,600

 営業外収益合計 67,349 68,769

営業外費用   

 支払利息 22,558 23,042

 持分法による投資損失 14,627 20,493

 その他 8,451 6,526

 営業外費用合計 45,638 50,062

経常利益 41,029 151,169

特別利益   

 固定資産売却益 1,526 5,611

 投資有価証券売却益 － 5,759

 特別利益合計 1,526 11,371

特別損失   

 固定資産処分損 1,054 2,207

 関係会社株式評価損 2,399 －

 特別損失合計 3,454 2,207

税金等調整前四半期純利益 39,101 160,333

法人税等 36,175 65,436

四半期純利益 2,926 94,896

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

997 △652

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,928 95,548
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 2,926 94,896

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △40,008 14,760

 為替換算調整勘定 2,254 △1,573

 退職給付に係る調整額 5,317 6,823

 持分法適用会社に対する持分相当額 5,744 △14,622

 その他の包括利益合計 △26,691 5,388

四半期包括利益 △23,765 100,284

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △24,739 100,896

 非支配株主に係る四半期包括利益 973 △612
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

　該当事項はありません。

 
(会計方針の変更等)

　該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

（税金費用の計算）

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算

すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
 

 
(追加情報)

 
当第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

（連結納税制度の適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。

 
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設され

たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい

ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39

号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規

定に基づいております。

 
（取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役（社外取

締役を除く。以下同じ。）に対し、信託を用いた株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

 
（1）取引の概要

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）が当社株式を取得

し、当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付され

る株式報酬制度です。

　また、本制度においては、2019年６月28日から2024年６月開催予定の定時株主総会終結日までの５年間の間に

在任する当社取締役に対して当社株式が付与されます。

　なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

 
（2）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度159,000千円、530,000株、当

第１四半期連結会計期間159,000千円、530,000株であります。

 
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はあり

ません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり保証を行っております。

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

夢洲コンテナターミナル㈱ 785,859千円 785,859千円
 

 

連結会社以外の会社のリース債務に対して、次のとおり保証を行っております。

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

AZUMA TRANSPORT SERVICES
(Thailand)CO.,LTD.

7,530千円 7,448千円
 

 

２　受取手形割引高及び電子記録債権譲渡高

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

受取手形及び電子記録債権 48,203千円 47,135千円
 

　

　※３　当社は、資金調達の安定化と手元資金の有効活用による有利子負債の圧縮を行い、財務体質の更なる強化のた

め、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を取引銀行５行と締結しております。

       当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであ

ります。

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

コミットメントラインの総額 3,000,000千円 3,000,000千円

借入実行残高 1,710,000千円 1,710,000千円

差引額 1,290,000千円 1,290,000千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 300,548千円 322,637千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 83,430 3.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 85,020 3.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

(注)　2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対す

る配当金1,590千円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

　   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２物流事業 海運事業 不動産事業 その他事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 7,417,380 2,433,295 105,862 109,441 10,065,979 － 10,065,979

セグメント間の
内部売上高又は振替高

11,595 － 8,282 － 19,878 △19,878 －

計 7,428,975 2,433,295 114,145 109,441 10,085,857 △19,878 10,065,979

セグメント利益 360,392 42,539 86,031 31,047 520,010 △500,692 19,318
 

(注) １　セグメント利益の調整額△500,692千円には、セグメント間取引消去△8,577千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△492,114千円が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連結子会

社の総務部門、人事部門、管理部門等に係る費用であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

　   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２物流事業 海運事業 不動産事業 その他事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 6,990,235 2,442,181 165,134 104,485 9,702,036 － 9,702,036

セグメント間の
内部売上高又は振替高

12,692 － 8,984 － 21,677 △21,677 －

計 7,002,928 2,442,181 174,119 104,485 9,723,714 △21,677 9,702,036

セグメント利益 307,116 139,801 140,888 31,397 619,203 △486,740 132,462
 

(注) １　セグメント利益の調整額△486,740千円には、セグメント間取引消去△9,705千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△477,035千円が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連結子会

社の総務部門、人事部門、管理部門等に係る費用であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

   １株当たり四半期純利益 ０円07銭 ３円44銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 1,928 95,548

   普通株主に帰属しない金額（千円） － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益（千円）

1,928 95,548

   普通株式の期中平均株式数（千株） 27,810 27,810
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。なお、１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式

の期中平均株式数は、当第１四半期連結累計期間530,000株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2020年８月12日

東 海運株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小　　林　　礼　　治 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐　　田　　明　　久 印

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東 海運株式会

社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年６月

30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東 海運株式会社及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

　

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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